
乗務前・途中の点呼で 

「睡眠不足」の確認と 

点呼簿への記録が 

義務化されました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 般 社 団 法 人  茨 城 県 ト ラ ッ ク 協 会 

茨城県貨物自動車運送適正化事業実施機関 
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２０１８年６月１日から適用 



 

国土交通省は、貨物自動車運送事業における 

運転者の睡眠不足による事故の防止を一層推進するため 

貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点呼記録簿記載時の注意点 

※１確認事項欄に「睡眠不足の状況」を追加した点呼記録簿様式を作成する。 

※２既存の点呼記録簿に記録する場合は「疾病・疲労等の状況」の項目の余白等   

  へ手書きで「睡眠不足」と追加してください。 

 

 

※２：既存※１：改正後

睡眠不足

１.事業者が乗務員を乗務させてはならない事由等として、睡眠不足を追加。 

２.事業者が乗務員の乗務前・途中に行う点呼において、報告を求め、確認を行う事項とし

て、睡眠不足により安全な運転をすることができないおそれの有無を追加。 

３.運転者が遵守すべき事項として、睡眠不足により安全な運転をすることができない又は

継続することが出来ないおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出ることを追加。 

４.点呼時の記録事項として、睡眠不足の状況を追加。 

運 行 管 理 規 程 の 点 呼 処 理 要 領 に も 記 載 を 追 加 し て く だ さ い 。 

乗務途中点呼（中間点呼） 

についても同様です。 
乗務途中点呼（中間点呼） 

についても同様です。 


